
駅すぱあとライセンス調達業務仕様書 
 

１ 業務名 

駅すぱあとライセンス調達業務（以下「本業務」という。） 

 

２ 調達の概要 

  鳥取県内の市町村立学校及び県立学校において利用している、旅費算定用ソフトウェア（駅すぱあと）を調達

する。（１年間分） 

   

３ 調達ソフトウェア（指定） 

旅費算定用ソフトウェア 

用途 

県立学校及び市町村立学校における教職員に対し支出する旅費を算定するためのソフトウェア 

製品名 数量 

駅すぱあとイントラネット Windows 無制限 年間サポート １ 

ライセンス利用期間（有効期間） 

令和８年８月１日から令和９年７月３１日まで（１２ヶ月） 

 

４ 納入場所 

  鳥取県教育センター教育ＤＸ推進課（鳥取市湖山町北五丁目２０１） 

 

５ 納入期限 

  令和８年７月２７日 

 

６ 納入物 

  ライセンス証書等 

 

７ ソフトウェアについて 

（１）本業務に係るソフトウェアの使用権は鳥取県教育委員会に帰属するものとし、ソフトウェアに係るライ 

センスの登録における使用者名は「鳥取県教育委員会」とすること。 

 

８ 一般事項 

（１）権利義務の譲渡等の禁止 

受注者は、本業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権

利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得た場合は、この限りではない。 

（２）資料提供 

ア 受注者から発注者に対し、本業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、発注者と受注者が協議

の上、発注者は受注者に対し、無償でこれらの提供を行う。 

イ 受注者は、発注者から提供された本業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、保管し、

かつ、本業務以外の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。 

ウ 受注者は、本業務に係る契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本業務遂行上不要となっ

た場合、遅滞なく資料等を発注者に返還し、又は発注者の指示に従った処置を行うこと。 

エ 発注者及び受注者は、前各項における資料等の提供、返還その他処置等について、書面をもってこれを行

う。 

（３）追完請求権 

ア 発注者は、納入物の引渡しを受けた後において、当該納入物が仕様書で定める内容に適合しないものであ

るときは、受注者に対して相当の期間を定めて発注者の指示した方法により納入物の修補、代替物の引渡し

又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 

イ 前項の規定により発注者が相当の期間を定めて履行の追完を請求し、その期間内に履行の追完がないとき

は、発注者は受注者に対して代金の減額を請求することができる。 

ウ 前２項の規定は、発注者が受注者に対して行う損害賠償の請求及び契約の解除を妨げるものではない。 

（４）特許権等の使用 

   受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の権利（以下「特

別添 



許権等」という。）の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負

わなければならない。ただし、発注者がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許権等の

対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に

関して要した費用を負担する。 

（５）損害賠償 

  ア 受注者は、その責めに帰する理由により、本業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、

その損害を賠償しなければならない。 

  イ 発注者、受注者両者の責めに帰することのできない理由により、受注者がこの契約による義務の全部又は

一部を履行することができないときは、受注者は、当該部分についての義務の履行を免れ、発注者は、当該

部分について代価の支払義務を免れる。 

ウ 前項以外の場合においては、発注者、受注者協議してその損害の負担を定める。 

（６）機密の保持 

受注者は、業務の実施に当たって知り得た業務上の機密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならな

い。 

また、この契約の終了後又は契約が解除された後も同様とする。 

（７）再委託の禁止 

   受注者は、再委託をしてはならない。 

（８）調査等 

発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求め

ることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならない。 

（９）完了報告及び検査 

  ア 受注者は、納入を完了したときは、納入完了の日から１０日以内に納入完了報告書を発注者に提出し、発

注者の検査を受けること。 

イ 発注者は、受注者から納入完了報告書の提出を受けた日から１０日以内に、契約書及び仕様書に適合して

いることを検査し、納入物が契約書及び仕様書に適合する場合は、検査合格として受注者に対しその旨を通

知するものとし、適合しない場合は、検査不合格として受注者に対しその旨を直ちに通知し、補正を求める。 

ウ 受注者は、前項の補正の求めにより直ちに補正を行い、補正が完了したときは、発注者にその旨を直ちに

通知すること。 

エ 発注者は、前項の通知を受けた日から７日以内に再度イに基づく検査及び通知を行うこと。 

オ イの検査合格をもって、検査完了とする。 

（１０）使用料の支払 

ア 受注者は、（９）の完了報告が合格と認められた後、本業務に係る使用料の請求書を発注者へ提出すること。 

イ 発注者は、正当な請求書を受理した日から３０日以内に請求に係る使用料を支払う。 

ウ 発注者が、正当な理由なく前項に規定する支払期間内に支払を完了しないときは、受注者は未払金額に対

し、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項

の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を発注者に請求することができる。 

（１１）仕様書遵守に要する経費 

   本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。 

（１２）専属的合意管轄裁判所 

   本業務に係る訴訟の提起又は調停（発注者と受注者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。）の申

立てについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。ただし、民事訴訟法

（平成８年法律第１０９号）第６条第１項に規定する場合については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判

所とする。 

（１３）その他 

   この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と受注者が協議

して定める。 


